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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】太陽電池モジュールの荷崩れの発生を防止する
。
【解決手段】太陽電池モジュール積載具は、矩形状のパ
レット２と、パレット２の４つの各隅部に配置され太陽
電池モジュールの４つの各角部をそれぞれ支持する支持
部材１と、を備え、パレット２は、当該パレット２の４
つの各隅部に、それぞれ、四角錐台状の凹部２１が形成
されており、支持部材１は、パレット２の上面に当接し
て支持され、太陽電池モジュールの角部の下面を支持す
る板状の基体部１１と、基体部１１の外周側端部におい
て上方に向けて立設され、太陽電池モジュールの角部の
水平方向の移動を規制する板状の規制部１２と、基体部
１１の略中央位置において下方に向けて立設され、パレ
ット２に形成された凹部２１に嵌合して係止される四角
錐台状の嵌合凸部１３と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池モジュールを水平に積み重ねて積載する太陽電池モジュール積載具であって、
　矩形状のパレットと、
　前記パレットの４箇所に配置され、前記太陽電池モジュールをそれぞれ支持する支持部
材と、を備え、
　前記パレットは、当該パレットの４箇所に、それぞれ、凹部が形成されており、
　前記支持部材は、
　　前記パレットの上面に当接して支持され、前記太陽電池モジュールの下面を支持する
基体部と、
　　前記基体部の外周側端部において上方に向けて立設され、前記太陽電池モジュールの
水平方向の移動を規制する規制部と、
　　前記基体部の略中央位置において下方に向けて立設され、前記パレットに形成された
凹部に嵌合して係止される凸部と、を備えることを特徴とする太陽電池モジュール積載具
。
【請求項２】
　請求項１に記載の太陽電池モジュール積載具であって、
　前記支持部材は、更に、
　　前記規制部に前記基体部の上面と略平行に立設され、前記太陽電池モジュールの下面
を支持する１つ又は複数の板状の支持部を備え、
　前記規制部は、前記支持部に支持された前記太陽電池モジュールの水平方向の移動を規
制するべく、上方に向けて延設されている、ことを特徴とする太陽電池モジュール積載具
。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の太陽電池モジュール積載具であって、
　前記パレットの凹部は、当該パレットの４つの各隅部に形成されており、前記支持部材
の凸部が係合することで、前記太陽電池モジュールの角部を支持することを特徴とする太
陽電池モジュール積載具。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１つに記載の太陽電池モジュール積載具であって、
　前記パレットは、４本の四角柱状部材が組み合わされた枠構造であって、
　前記支持部材は、更に、
　　前記基体部の内周側端部において下方に向けて立設され、前記凸部が前記パレットに
形成された凹部に嵌合して係止されるとき、前記パレットの内側の面に当接して係止され
る係止部を備える、ことを特徴とする太陽電池モジュール積載具。
【請求項５】
　請求項４に記載の太陽電池モジュール積載具であって、
　前記係止部は、前記パレットの内周側の隣接する２つの面に当接して係止されることを
特徴とする太陽電池モジュール積載具。
【請求項６】
　請求項５に記載の太陽電池モジュール積載具であって、
　前記係止部は、前記パレットの内周側の隣接する２つの面にそれぞれ当接して係止され
る２枚の板状部材を有することを特徴とする太陽電池モジュール積載具。
【請求項７】
　請求項６に記載の太陽電池モジュール積載具であって、
　前記係止部の前記２枚の板状部材は、平面視略Ｌ字状に一体に形成されていることを特
徴とする太陽電池モジュール積載具。
【請求項８】
　請求項４から請求項７のいずれか１つに記載の太陽電池モジュール積載具であって、
　前記基体部は、前記規制部と前記係止部との間において、皿ネジ及び皿ビスの少なくと
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も一方によって前記パレットに固定可能な孔が形成されていることを特徴とする太陽電池
モジュール積載具。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか１つに記載の太陽電池モジュール積載具であって、
　前記支持部材は、前記太陽電池モジュールの角部を支持する前記基体部の角部と、前記
凸部の上下方向の中心軸を含む平面に対して面対称に構成されていることを特徴とする太
陽電池モジュール積載具。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９のいずれか１つに記載の太陽電池モジュール積載具であって、
　前記パレットの前記凹部、及び、前記支持部材の前記凸部は、下方に向かう程、先窄ま
りの略円錐台状、又は、略四角錐台状に形成されていることを特徴とする太陽電池モジュ
ール積載具。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０のいずれか１つに記載の太陽電池モジュール積載具であって、
　前記パレットは、木製であることを特徴とする太陽電池モジュール積載具。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１のいずれか１つに記載の太陽電池モジュール積載具であって、
　前記支持部材は、樹脂製であって一体成形されることを特徴とする太陽電池モジュール
積載具。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２のいずれか１つに記載の太陽電池モジュール積載具であって、
　前記パレットの凹部は、当該パレットを上下方向に貫通して形成されていることを特徴
とする太陽電池モジュール積載具。
【請求項１４】
　請求項１から請求項１３のいずれか１つに記載の太陽電池モジュール積載具を備え、前
記太陽電池モジュールが梱包された太陽電池モジュール梱包体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、搬送等の際に、太陽電池モジュールを水平に積み重ねる積載具及び太陽電池
モジュール梱包体に関する。特に、フレームレス構造の太陽電池モジュールを多段に積載
する積載具及び太陽電池モジュール梱包体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光起電力モジュール（以下、太陽電池モジュールともいう）を輸送する際に、太
陽電池モジュールを水平に積み重ねる差込みシステムが知られている（特許文献１参照）
。この差込みシステムでは、図６に示す成形品部材４を用いて、太陽電池モジュールを水
平に積み重ねて梱包する。
【０００３】
　簡単に説明すると、図６に示す成形品部材４は、円筒状に形成された支柱部４７と、こ
の支柱部４７の周側壁から水平に延設された太陽電池モジュールの角部を横から嵌め込ん
で挟持するための横方向に開口した挟持部４５とを備えている。また、支柱部４７の上端
面及び下端面には、それぞれ、上下に隣接配置される別の成形品部材４と順次嵌合するた
めの、嵌合凹部４８及び嵌合突部４６が設けられている。
【０００４】
　この成形品部材４を用いて太陽電池モジュールを水平に積み重ねる場合、まず、太陽電
池モジュールの各角部に、それぞれ成形品部材４の挟持部４５を嵌め込み、この状態で１
段目の太陽電池モジュールをパレット上に載置する。次に、同様にして、２段目の太陽電
池モジュールの各角部に、それぞれ成形品部材４の挟持部４５を嵌め込む。
【０００５】
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　そして、パレット上に載置した１段目の太陽電池モジュールの角部に嵌め込んだ成形品
部材４と、２段目の太陽電池モジュールの角部に嵌め込んだ成形品部材４とを上下に対向
配置させ、下側の成形品部材４の嵌合突部４６に上側の成形品部材４の嵌合凹部４８を嵌
合して、２段目の太陽電池モジュールを積み重ねる。このような手順を所定段数繰り返し
て、太陽電池モジュールを水平に積み重ねる。
【０００６】
　このように、特許文献１では、図６に示す成形品部材４は、枠部材を有しないフレーム
レス構造の太陽電池モジュールを積載する際に好適に用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－３２９７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に係る成形品部材４では、１段目の太陽電池モジュールを支
持する成形品部材４が、パレットの４つの隅部上に載置されるため、輸送中の振動等によ
って、この成形品部材４が前後又は左右方向に位置ズレし、パレット上面から脱落して荷
崩れが生じる虞がある。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、太陽電池モジュールの荷崩れの発
生を防止することの可能な太陽電池モジュール積載具及び太陽電池モジュール梱包体を提
供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明に係る太陽電池モジュール積載具及び太陽電池モジ
ュール梱包体は、以下のように構成されている。
【００１１】
　すなわち、本発明に係る太陽電池モジュール積載具は、太陽電池モジュールを水平に積
み重ねて積載する太陽電池モジュール積載具であって、矩形状のパレットと、前記パレッ
トの４箇所に配置され、前記太陽電池モジュールをそれぞれ支持する支持部材と、を備え
、前記パレットが、当該パレットの４箇所に、それぞれ、凹部が形成されており、前記支
持部材が、前記パレットの上面に当接して支持され、前記太陽電池モジュールの下面を支
持する基体部と、前記基体部の外周側端部において上方に向けて立設され、前記太陽電池
モジュールの水平方向の移動を規制する規制部と、前記基体部の略中央位置において下方
に向けて立設され、前記パレットに形成された凹部に嵌合して係止される凸部と、を備え
ることを特徴としている。
【００１２】
　かかる構成を備える太陽電池モジュール積載具によれば、パレットの上面に当接して支
持された基体部によって、太陽電池モジュールの下面が支持される。また、前記基体部の
外周側端部において上方に向けて立設された規制部によって、前記太陽電池モジュールの
水平方向の移動が規制される。更に、前記基体部の略中央位置において下方に向けて立設
された凸部が、前記パレットに形成された凹部に嵌合して係止されるため、前記基体部の
水平方向の移動が規制される。したがって、太陽電池モジュールの荷崩れの発生を防止す
ることができる。
【００１３】
　すなわち、支持部材の基体部によって、太陽電池モジュールの下面が支持され、支持部
材の規制部によって、太陽電池モジュールの水平方向の移動が規制される。このようにし
て太陽電池モジュールを支持すると共に水平方向の移動を規制する支持部材の凸部が、パ
レットの凹部に嵌合して係止されるため、太陽電池モジュールの荷崩れの発生を防止する
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ことができるのである。
【００１４】
　また、本発明に係る太陽電池モジュール積載具は、前記支持部材は、更に、前記規制部
に前記基体部の上面と略平行に立設され、前記太陽電池モジュールの下面を支持する１つ
又は複数の板状の支持部を備え、前記規制部は、前記支持部に支持された前記太陽電池モ
ジュールの水平方向の移動を規制するべく、上方に向けて延設されている、ことが好まし
い。
【００１５】
　かかる構成を備える太陽電池モジュール積載具によれば、前記規制部に前記基体部の上
面と略平行に立設された１つ又は複数の板状の支持部によって、前記太陽電池モジュール
の下面が支持される。そして、前記規制部は上方に向けて延設されているため、前記支持
部に支持された前記太陽電池モジュールの水平方向の移動が規制される。よって、基体部
によって支持された太陽電池モジュール及び支持部によって支持された太陽電池モジュー
ル（複数の太陽電池モジュール）の荷崩れの発生を防止することができる。
【００１６】
　また、本発明に係る太陽電池モジュール積載具は、前記パレットの凹部が、当該パレッ
トの４つの各隅部に形成されており、前記支持部材の凸部が係合することで、前記太陽電
池モジュールの角部を支持することが好ましい。
【００１７】
　かかる構成を備える太陽電池モジュール積載具によれば、前記パレットの凹部が、当該
パレットの４つの各隅部に形成されており、前記支持部材の凸部が係合することで、前記
太陽電池モジュールの角部が支持されるため、太陽電池モジュールの水平方向の移動が確
実に規制される。
【００１８】
　すなわち、前記基体部が、前記太陽電池モジュールの４つの角部の下面を支持し、前記
基体部に立設された前記規制部によって、前記太陽電池モジュールの４つの角部の水平方
向の移動が規制されるため、太陽電池モジュールの水平方向の移動が確実に規制されるの
である。
【００１９】
　また、本発明に係る太陽電池モジュール積載具は、前記パレットが、４本の四角柱状部
材が組み合わされた枠構造であって、前記支持部材が、更に、前記基体部の内周側端部に
おいて下方に向けて立設され、前記凸部が前記パレットに形成された凹部に嵌合して係止
されるとき、前記パレットの内側の面に当接して係止される係止部を備える、ことが好ま
しい。
【００２０】
　かかる構成を備える太陽電池モジュール積載具によれば、前記パレットが、４本の四角
柱状部材が組み合わされた枠構造であるため、前記パレットを簡素な構成で実現すること
ができる。また、前記凸部が前記パレットに形成された凹部に嵌合して係止されるときに
、前記基体部の内周側端部において下方に向けて立設された係止部が、前記パレットの内
側の面に当接して係止されるため、前記支持部材の水平方向の移動を更に確実に規制する
ことができる。
【００２１】
　また、本発明に係る太陽電池モジュール積載具は、前記係止部が、前記パレットの内周
側の隣接する２つの面に当接して係止されることが好ましい。
【００２２】
　かかる構成を備える太陽電池モジュール積載具によれば、前記係止部が、前記パレット
の内周側の隣接する２つの面に当接して係止されるため、前記支持部材の水平方向の移動
を更に確実に規制することができる。
【００２３】
　また、本発明に係る太陽電池モジュール積載具は、前記係止部が、前記パレットの内周
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側の隣接する２つの面にそれぞれ当接して係止される２枚の板状部材を有することが好ま
しい。
【００２４】
　かかる構成を備える太陽電池モジュール積載具によれば、前記係止部の２枚の板状部材
が、前記パレットの内周側の隣接する２つの面にそれぞれ当接されて係止されるため、前
記支持部材の水平方向の移動を更に確実に規制することができる。
【００２５】
　また、本発明に係る太陽電池モジュール積載具は、前記係止部の前記２枚の板状部材が
、平面視略Ｌ字状に一体に形成されていることが好ましい。
【００２６】
　かかる構成を備える太陽電池モジュール積載具によれば、前記係止部の前記２枚の板状
部材が、平面視略Ｌ字状に一体に形成されているため、前記係止部の強度を確保すること
ができる。
【００２７】
　また、本発明に係る太陽電池モジュール積載具は、前記基体部が、前記嵌合凸部と前記
係止部との間において、皿ネジ及び皿ビスの少なくとも一方によって前記パレットに固定
可能な孔が形成されていることが好ましい。
【００２８】
　かかる構成を備える太陽電池モジュール積載具によれば、前記基体部が、前記規制部と
前記係止部との間において、皿ネジ及び皿ビスの少なくとも一方によって前記パレットに
固定され得るため、前記支持部材の水平方向の移動を更に確実に規制することが可能とな
る。
【００２９】
　また、本発明に係る太陽電池モジュール積載具は、前記支持部材が、前記太陽電池モジ
ュールの角部を支持する前記基体部の角部と、前記嵌合凸部の上下方向の中心軸を含む平
面に対して面対称に構成されていることが好ましい。
【００３０】
　かかる構成を備える太陽電池モジュール積載具によれば、前記支持部材が、面対称に構
成されているため、前記太陽電池モジュールの４つの各角部をそれぞれ支持する支持部材
を、同一の構成で実現することができるので、前記支持部材の製造コストを低減すること
ができると共に、利便性を向上することができる。
【００３１】
　また、本発明に係る太陽電池モジュール積載具は、前記パレットの前記凹部、及び、前
記支持部材の前記嵌合凸部が、下方に向かう程、先窄まりの略円錐台状、又は、略四角錐
台状に形成されていることが好ましい。
【００３２】
　かかる構成を備える太陽電池モジュール積載具によれば、前記パレットの前記凹部、及
び、前記支持部材の前記嵌合凸部が、下方に向かう程、先窄まりの略円錐台状、又は、略
四角錐台状に形成されているため、前記嵌合凸部を、前記パレットに形成された凹部に容
易に嵌合させることができる。
【００３３】
　また、本発明に係る太陽電池モジュール積載具は、前記パレットが、木製であることが
好ましい。
【００３４】
　かかる構成を備える太陽電池モジュール積載具によれば、前記パレットが、木製である
ため、必要とされる強度を有するパレットを比較的安価に生産することができる。
【００３５】
　また、本発明に係る太陽電池モジュール積載具は、前記支持部材が、樹脂製であって一
体成形されることが好ましい。
【００３６】
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　かかる構成を備える太陽電池モジュール積載具によれば、前記支持部材が、樹脂製であ
って一体成形されるため、必要とされる強度を有すると共に、摺動、当接等によって太陽
電池モジュールを損傷する虞の少ない支持部材を比較的安価に生産することができる。
【００３７】
　また、本発明に係る太陽電池モジュール積載具は、前記パレットの凹部が、当該パレッ
トを上下方向に貫通して形成されていることが好ましい。
【００３８】
　かかる構成を備える太陽電池モジュール積載具によれば、前記パレットの凹部が、当該
パレットを上下方向に貫通して形成されているため、前記パレットの凹部を容易に形成す
ることができる。
【００３９】
　また、本発明に係る太陽電池モジュール梱包体は、上記いずれかの太陽電池モジュール
積載具を備え、前記太陽電池モジュールが梱包されていることが好ましい。
【００４０】
　かかる構成を備える太陽電池モジュール梱包体によれば、太陽電池モジュールの荷崩れ
の発生を防止することができる。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明に係る太陽電池モジュール積載具及び太陽電池モジュール梱包体によれば、パレ
ットの上面に当接して支持された基体部によって、太陽電池モジュールの下面が支持され
る。また、前記基体部の外周側端部において上方に向けて立設された規制部によって、前
記太陽電池モジュールの水平方向の移動が規制される。更に、前記基体部の略中央位置に
おいて下方に向けて立設された凸部が、前記パレットに形成された凹部に嵌合して係止さ
れるため、前記基体部の水平方向の移動が規制される。したがって、太陽電池モジュール
の荷崩れの発生を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】太陽電池モジュール積載具の一例（第一実施形態）を示す全体斜視図である。
【図２】図１に示す支持部材及びパレットの部分斜視図である。
【図３】図１に示す支持部材の底面図及び側面図である。
【図４】図１に示すパレットの平面図及び側面図である。
【図５】太陽電池モジュール積載具の他の一例（第二実施形態）を示す部分斜視図である
。
【図６】太陽電池モジュールの従来の多段積載方法に用いられる保持部材の構成を示す斜
視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００４４】
　本発明に係る太陽電池モジュール積載具１００は、アルミニウム製の枠部材を有しない
フレームレス構造の太陽電池モジュール３を多段に水平に積み重ねる多段積載に好適に用
いられる。したがって、以下の実施形態では、フレームレス構造の太陽電池モジュール３
を多段に積載する場合について説明する。なお、本発明に係る太陽電池モジュール梱包体
は、太陽電池モジュール３が太陽電池モジュール積載具１００によって多段に水平に積み
重ねられたものである。
【００４５】
　－第一実施形態－
　図１は、太陽電池モジュール積載具１００の一例（第一実施形態）を示す全体斜視図で
ある。図１の矢印Ｚは、上下方向を示すものである。図１に示すように、太陽電池モジュ
ール積載具１００は、支持部材１及びパレット２を備えている。支持部材１は、下面がパ
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レット２に係合されると共に、太陽電池モジュール３の４つの各角部をそれぞれ支持する
ものである。また、図２を用いて後述するように、パレット２の４つの隅部に支持部材１
が固定され、支持部材１に形成された基体部１１又は支持部１５で四隅が支持されて太陽
電池モジュール３が多段に水平に積み重ねられる。
【００４６】
　次に、図２～図４を参照して、支持部材１及びパレット２の構造について詳細について
説明する。図２は、図１に示す支持部材１及びパレット２の部分斜視図である。図３は、
図１に示す支持部材１の底面図及び側面図である。図３（ａ）が、支持部材１の底面図で
あって、図３（ｂ）が、支持部材１の側面図である。図４は、図１に示すパレット２の平
面図及び側面図である。図４（ａ）が、パレット２の平面図であって、図４（ｂ）が、パ
レット２の側面図である。
【００４７】
　－パレット２の構造－
　まず、図２及び図４を参照して、パレット２の構造について説明する。図４に示すよう
にパレット２は、木製であって、４本の四角柱状部材が組み合わされた枠構造である。ま
た、パレット２の４つの各隅部には、それぞれ、凹部２１が形成されいる。凹部２１は、
支持部材１の嵌合凸部１３（図２参照）が嵌合して係止されるものであって、図４に示す
ように、例えば、下方に向かう程、先窄まりの四角錐台状に形成されていても良い。また
、凹部２１は、パレット２を上下方向に貫通して形成されている。
【００４８】
　このように、パレット２が、４本の四角柱状部材が組み合わされた枠構造であるため、
パレット２を簡素な構成で実現することができる。また、パレット２は、木製であるため
、必要とされる強度を有するパレット２を比較的安価に生産することができる。更に、パ
レット２の凹部２１が、パレット２を上下方向に貫通して形成されているため、パレット
２の凹部２１を容易に形成することができる。
【００４９】
　－支持部材１の構造－
　次に、図２及び図３を参照して、支持部材１の構造について説明する。支持部材１は、
基体部１１、規制部１２、嵌合凸部１３、係止部１４、支持部１５、及び、皿ネジ１６を
備え、樹脂製であって、一体成形されている。
【００５０】
　このようにして、支持部材１が、樹脂製であって一体成形されるため、必要とされる強
度を有すると共に、摺動、当接等によって太陽電池モジュール３を損傷する虞の少ない支
持部材１を比較的安価に生産することができる。
【００５１】
　本実施形態では、支持部材１が樹脂製である場合について説明するが、支持部材１がそ
の他の材料（例えば、ゴム等）からなる形態でもよい。
【００５２】
　基体部１１は、パレット２の上面に当接して支持され、最も下側（パレット２に近接す
る側）に載置される太陽電池モジュール３の角部の下面を支持する板状の部材である。ま
た、基体部１１は、皿ネジ１６を挿通する２つのネジ孔１１１が形成されている。
【００５３】
　ネジ孔１１１は、基体部１１と規制部１２との接続位置（図３（ａ）における右端位置
及び下端位置）と、基体部１１と係止部１４と接続位置（図３（ａ）における左上端位置
及び左端位置）との間に形成されている。皿ネジ１６は、ネジ孔１１１を貫通してパレッ
ト２に螺合して、基体部１１をパレット２に固定するものである。
【００５４】
　規制部１２は、基体部１１の外周側端部において上方に向けて立設され、太陽電池モジ
ュール３の角部の水平方向の移動を規制する板状の部材である。図２に示すように、規制
部１２は、互いに直交する第一規制部１２１及び第二規制部１２２を備えている。第一規
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制部１２１及び第二規制部１２２は、平面視Ｌ字状に一体成形されている。また、第一規
制部１２１及び第二規制部１２２は、支持部１５のうち、最上端の支持部１５の上面より
更に所定長さ（例えば、５０ｍｍ）以上突出するように延設されている。
【００５５】
　このように、第一規制部１２１及び第二規制部１２２が平面視Ｌ字状に一体成形されて
いるため、簡素な構成で規制部１２の強度を確保することができる。また、第一規制部１
２１及び第二規制部１２２が、支持部１５のうち、最上端の支持部１５の上面より更に所
定長さ（例えば、５０ｍｍ）以上突出するように延設されているため、最上端の支持部１
５の上面に載置された太陽電池モジュール３が振動する場合であっても、規制部１２によ
ってこの太陽電池モジュール３の角部の水平方向の移動を確実に規制することができる。
【００５６】
　嵌合凸部１３は、基体部１１の略中央位置において下方に向けて立設され、パレット２
に形成された凹部２１に嵌合して係止される四角錐台状の部材である。ここで、嵌合凸部
１３は、特許請求の範囲に記載の「凸部」に相当する。基体部１１の略中央位置において
下方に向けて立設された嵌合凸部１３が、パレット２に形成された凹部２１に嵌合して係
止されるため、基体部１１の水平方向の移動が規制される。また、嵌合凸部１３及び凹部
２１は、下方に向かう程、先窄まりの四角錐台状に形成されている。
【００５７】
　このようにして、支持部材１の基体部１１によって、最も下側に載置される太陽電池モ
ジュール３の角部の下面が支持され、支持部材１の規制部１２によって、太陽電池モジュ
ール３の水平方向の移動が規制される。このようにして太陽電池モジュール３を支持する
と共に水平方向の移動を規制する支持部材１の嵌合凸部１３が、パレット２の凹部２１に
嵌合して係止されるため、最も下側に載置される太陽電池モジュール３の荷崩れの発生を
防止することができる。
【００５８】
　また、嵌合凸部１３及び凹部２１が下方に向かう程、先窄まりの四角錐台状に形成され
ているため、嵌合凸部１３を容易に凹部２１に挿入して嵌合させることができると共に、
支持部材１の基体部１１は、嵌合凸部１３を中心として回転することを効果的に規制する
ことができる。
【００５９】
　本実施形態では、嵌合凸部１３及び凹部２１が四角錐台状に形成されている場合につい
て説明したが、嵌合凸部１３及び凹部２１が下方に向かう程、先窄まりの円錐台状（又は
円錐状）に形成されている形態でもよい。この場合には、嵌合凸部１３を更に容易に凹部
２１に挿入して嵌合させることができる。
【００６０】
　係止部１４は、パレット２の内周側の隣接する２つの面に当接して係止される部材であ
る。具体的には、係止部１４は、パレット２の内周側の隣接する２つの面にそれぞれ当接
して係止される２枚の板状部材１４１，１４２を有している。更に、係止部１４の２枚の
板状部材１４１，１４２は、平面視略Ｌ字状に一体に形成されている。
【００６１】
　このようにして、基体部１１の内周側端部において下方に向けて立設された係止部１４
が、パレット２の内側の面に当接して係止されるため、支持部材１の水平方向の移動を更
に確実に規制することができる。また、係止部１４の２枚の板状部材１４１，１４２が、
パレット２の内周側の隣接する２つの面にそれぞれ当接されて係止されるため、支持部材
１の水平方向の移動を更に確実に規制することができる。更に、係止部１４の２枚の板状
部材１４１，１４２が、平面視略Ｌ字状に一体に形成されているため、係止部１４の強度
を確保することができる。
【００６２】
　本実施形態においては、パレット２の４つの隅部に固定される４つの支持部材１が、そ
れぞれ、係止部１４を備えている場合について説明するが、４つの支持部材１のうち、少
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なくとも１つの支持部材１が係止部１４を備えている形態でもよい。
【００６３】
　また、本実施形態においては、係止部１４が、板状部材１４１，１４２を備えている場
合について説明するが、係止部１４が、例えば、パレット２の内周側の隣接する２つの面
の交点位置に配設される棒状部材である形態でもよい。
【００６４】
　支持部１５は、規制部１２に基体部１１の上面と平行に立設され、最も下側に載置され
る太陽電池モジュール３を除く太陽電池モジュール３の角部の下面を支持する１つ又は複
数の（図２では、１０個の）板状の部材である。この支持部１５の枚数がＮ枚であるとす
ると、最大（Ｎ＋１）枚の太陽電池モジュール３を載置することができる。
【００６５】
　すなわち、規制部１２に基体部１１の上面と平行に立設された１つ又は複数の板状の支
持部１５によって、太陽電池モジュール３の角部の下面が支持される。そして、規制部１
２は上方に向けて延設されているため、支持部１５に支持された太陽電池モジュール３の
角部の水平方向の移動が規制される。よって、基体部１１によって支持された太陽電池モ
ジュール３及び支持部１５によって支持された太陽電池モジュール３の荷崩れの発生を防
止することができる。
【００６６】
　本実施形態では、支持部１５が、１０個形成されている場合について説明するが、支持
部１５が１個以上形成されている形態であればよい。また、本実施形態では、支持部１５
が、矩形の板状部材である場合について説明するが、支持部１５の形状は矩形以外の形状
であってもよい。例えば、部分円弧状であってもよい。
【００６７】
　皿ネジ１６は、ネジ孔１１１を貫通してパレット２に螺合して、基体部１１をパレット
２に固定するものである。このようにして、皿ネジ１６によって、基体部１１がパレット
２に固定されるため、支持部材１の水平方向の移動を更に確実に規制することができる。
【００６８】
　本実施形態では、皿ネジ１６が基体部１１をパレット２に固定する場合について説明す
るが、皿ネジ１６又は皿ビスの少なくとも一方によって、基体部１１をパレット２に固定
する形態であればよい。
【００６９】
　また、図３に示すように支持部材１は、太陽電池モジュール３の角部を支持する基体部
１１の角部（図３（ａ）の右下端）と、嵌合凸部１３の上下方向の中心軸を含む平面（図
３（ａ）の一点鎖線で示す平面）に対して面対称に構成されている。
【００７０】
　このように、支持部材１が、面対称に構成されているため、太陽電池モジュール３の４
つの各角部をそれぞれ支持する支持部材１を、同一の構成で実現することができるので、
支持部材１の製造コストを低減することができると共に、利便性を向上することができる
。
【００７１】
　－太陽電池モジュール積載具１００を用いた積載手順－
　図１～図４を参照して上述した太陽電池モジュール積載具１００を用いて、太陽電池モ
ジュール３をパレット２上に多段に水平に積み重ねる手順について説明する。まず、パレ
ット２の隣接する２辺において、それぞれ支持部材１の嵌合凸部１３をパレット２の凹部
２１に挿入する。次に、皿ネジ１６をネジ孔１１１に挿通し、パレット２にねじ込む。こ
のようにして、パレット２上に支持部材１を固定する。
【００７２】
　次に、複数枚（例えば、１０枚）の太陽電池モジュール３の隣接する２辺を、それぞれ
、パレット２上に固定された２つの支持部材１の基体部１１及び支持部１５の上面に載置
する。このとき、太陽電池モジュール３の他の２辺は、装置のフォーク等によって支持さ
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れている。
【００７３】
　そして、太陽電池モジュール３の残る２辺を、それぞれ、２つの支持部材１の基体部１
１及び支持部１５の上面に載置して、この２つの支持部材１の嵌合凸部１３をパレット２
の凹部２１に挿入する。
【００７４】
　このようにして、複数枚（例えば、１０枚）の太陽電池モジュール３をパレット２上に
水平に積み重ねて積載することができる。なお、上記載置手順では、２つの支持部材１は
、パレット２に皿ネジ１６で固定されていないが、必ずしも全ての支持部材１がパレット
２に皿ネジ１６で固定されている必要はない。
【００７５】
　－第二実施形態－
　図５は、太陽電池モジュール積載具１００Ａの一例（第二実施形態）を示す全体斜視図
である。図５に示す太陽電池モジュール積載具１００Ａは、図１～図４に示す太陽電池モ
ジュール積載具１００と、以下の点において相違している。図１～図４に示す太陽電池モ
ジュール積載具１００は、複数の太陽電池モジュール３を載置するために、支持部材１が
支持部１５を備えているが、図５に示す太陽電池モジュール積載具１００Ａに係る支持部
材１Ａは、支持部を有していない点において相違している。なお、図５においては、太陽
電池モジュール積載具１００の支持部材１に対応する部材には、支持部材１において付与
した参照符合の末尾にＡを付加して記載している。
【００７６】
　すなわち、太陽電池モジュール積載具１００は、支持部１５の枚数がＮ枚であるとする
と、最大（Ｎ＋１）枚の太陽電池モジュール３を載置することができるのに対して、太陽
電池モジュール積載具１００Ａは１枚の太陽電池モジュール３を載置するものである。
【００７７】
　－変形例－
　第一実施形態及び第二実施形態では、皿ネジ１６、１６Ａによって支持部材１、１Ａの
基体部１１、１１Ａをパレット２に固定する場合について説明するが、その他の方法で（
例えば、接着剤等で）支持部材１の基体部１１をパレット２に固定する形態でもよい。
【００７８】
　第一実施形態及び第二実施形態では、フレームレス構造の太陽電池モジュールを積載す
る場合について説明したが、フレームを有する太陽電池モジュールを積載する形態でもよ
い。
【００７９】
　第一実施形態及び第二実施形態では、嵌合凸部１３及び凹部２１が下方に向かう程、先
窄まりの四角錐台状に形成されている場合について説明したが、嵌合凸部１３及び凹部２
１が先窄まりに形成されていなくてもよい。例えば、嵌合凸部１３及び凹部２１が、四角
柱状又は円柱状に形成されている形態でもよい。この場合には凹部２１の加工費を低減す
ることができる。
【００８０】
　第一実施形態及び第二実施形態では、パレット２の凹部２１が、パレット２の４つの各
隅部に形成されており、支持部材１、１Ａの嵌合凸部１３、１３Ａが係合することで、太
陽電池モジュール３の角部を支持する場合について説明したが、パレット２の凹部２１が
、パレット２の４箇所に形成されている形態であればよい。例えば、パレット２の凹部が
、パレット２を構成する４本の四角柱状部材の長手方向の略中央位置に形成されている形
態でもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明は、搬送等の際に、太陽電池モジュールを水平に積み重ねる積載具及び太陽電池
モジュール梱包体に利用することができる。特に、フレームレス構造の太陽電池モジュー
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ルを多段に積載する積載具及び太陽電池モジュール梱包体に好適に利用することができる
。
【符号の説明】
【００８２】
　１００、１００Ａ　太陽電池モジュール積載具
　１　支持部材
　１、１Ａ　支持部材
　１１、１１Ａ　基体部
　１１１、１１１Ａ　ネジ孔
　１２、１２Ａ　規制部
　１２１、１２１Ａ　第一規制部
　１２２、１２２Ａ　第二規制部
　１３、１３Ａ　嵌合凸部（凸部）
　１４、１４Ａ　係止部
　１４１、１４２、１４１Ａ、１４２Ａ　板状部材
　１５　支持部
　１６、１６Ａ　皿ネジ
　２　パレット
　２１　凹部
　３　太陽電池モジュール

【図１】 【図２】
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